
部会等の設置（案）

（根拠法令等）国土交通省設置法（平成１１年法律第１００号）

社会資本整備審議会令（平成１２年政令第２９９号）

社会資本整備審議会道路分科会運営規則（案）

１．組織図

２．設置する部会等

○事業評価部会

直轄事業等の事業評価にあたり意見を聴取すること等を目的として設置する。

○地方小委員会

直轄事業の事業評価など地方における道路事業の効率的な実施に関し、意見

を聴取すること等を目的として、地方ごとに設置する。
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国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領（抄）

第４ 評価の実施及び結果等の公表及び関係資料の保存

１ 評価の実施手続

(1) 評価の実施主体は、本省又は外局（以下「本省等」という。）とする。

(2) 評価の実施時期は、(3)①及び②1)に掲げる種類の事業については、原則と

して当該予算に係る年度の前年度の１月末までを目途に、(3)②2)及び③に掲

げる種類の事業については、原則として当該予算に係る年度の前年度末までと

する。ただし、政府予算案の閣議決定時に、個別箇所で予算措置を公表する事

業については、原則として概算要求書の財務省への提出時までとする。

(3) 評価は、次の各号に掲げる種類の事業について、それぞれ当該各号に定める

ところにより行うものとする。

① 直轄事業 地方支分部局等は、評価を行うに当たって必要となるデータの

収集、整理等（以下「データ収集等」という。）を行い、評価を受けるために

必要な資料（以下「評価に係る資料」という。）を作成するとともに、本省等

に提出する。本省等は、当該事業の予算化について、直轄事業負担金の負担者

である都道府県・政令市等に意見を聴いた上で、学識経験者等の第三者から構

成される委員会等の意見を聴くとともに、地方支分部局等と協議しつつ、評価

に係る資料に検討を加え、当該事業の予算化に係る対応方針を決定する。



社会資本整備審議会令及び運営規則（抜粋）

○社会資本整備審議会令

（平成１２年６月７日政令第２９９号）（抄）

（部会）

第７条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

２ 審議会に置かれる部会に属すべき委員等は、会長が指名する。

３ 分科会に置かれる部会に属すべき委員等は、当該分科会に属する委員等のう

ちから、分科会長が指名する。

４ 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

５ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

６ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があら

かじめ指名する者が、その職務を代理する。

７ 審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同

じ。）は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とするこ

とができる。

○社会資本整備審議会運営規則

（平成１３年２月２７日社会資本整備審議会 決定）（抄）

（雑則）

第１０条 この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の議事の手続き

その他運営に関し必要な事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。


